
議案第４６号

令和５年度大泉町一般会計補正予算（第４号）について

令和５年度大泉町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５２，３３８千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，９９１，２９７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第２表 地方債補正」による。

令和５年９月５日提出

大泉町長 村 山 俊 明



１　歳　入

第１表　歳入歳出予算補正

款 項 計補正前の額 補　正　額

千円 

669,240169,240500,000 10

千円 千円 

地方交付税

 1 500,000 169,240 669,240地方交付税

 14 2,047,537 4,533 2,052,070国庫支出金

 1 1,403,200 17,247 1,420,447国庫負担金

 2 633,347 △12,714 620,633国庫補助金

 15 1,070,174 6,067 1,076,241県支出金

 1 716,586 89 716,675県負担金

 2 253,004 5,604 258,608県補助金

 3 100,584 374 100,958県委託金

 18 851,548 △193,081 658,467繰入金

 1 1 3,082 3,083特別会計繰入金

 2 851,547 △196,163 655,384基金繰入金

 19 100,000 617,208 717,208繰越金

 1 100,000 617,208 717,208繰越金

 20 432,535 971 433,506諸収入

 5 202,236 971 203,207雑入

 21 737,900 47,400 785,300町債

 1 737,900 47,400 785,300町債

14,338,959 14,991,297歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 652,338



２　歳　出

 

款 項 計補正前の額 補　正　額

千円 

2,319,861560,3741,759,487 2

千円 千円 

総務費

 1 1,353,616 560,374 1,913,990総務管理費

 3 4,814,039 2,853 4,816,892民生費

 1 2,727,822 73 2,727,895社会福祉費

 2 2,067,590 2,780 2,070,370児童福祉費

 4 1,729,873 52,094 1,781,967衛生費

 1 922,806 52,094 974,900保健衛生費

 5 180,219 2,465 182,684農林水産業費

 1 180,219 2,465 182,684農業費

 6 359,891 3,210 363,101商工費

 1 230,765 3,210 233,975商工費

 7 1,311,563 4,081 1,315,644土木費

 4 736,995 0 736,995都市計画費

 5 161,942 4,081 166,023住宅費

 8 828,917 207 829,124消防費

 1 828,917 207 829,124消防費

 9 2,370,435 27,054 2,397,489教育費

 2 567,516 0 567,516小学校費

 5 411,698 28,490 440,188社会教育費



款 項 計補正前の額 補　正　額

千円 

362,801△1,436364,237 6

千円 千円 

保健体育費

14,338,959 14,991,297歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 652,338



 第２表　地方債補正

　１　追　加

　２　変　更

　３　廃　止

一般単独事業費
（文化振興施設改修事業）

21,300

一般単独事業費
（消防・防災施設整備事業）

施設整備事業費

35,700

脱炭素化推進事業費
（照明改修事業）

30,900

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

（単位：千円）

57,400

　年 5.0%　以内

証書借入又は
証券発行

19,800

限　度　額 限　度　額

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

（単位：千円）

242,800 263,700

76,700

補　　正　　前

起債の目的
補　　正　　前 補　　正　　後

限　度　額 限　度　額

（単位：千円）

学校教育施設等整備事業費

防災対策事業費

臨時財政対策債

12,100

80,000

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その他
の場合にはそ
の債権者と協
定するものによ
る。
ただし、町財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、又は
繰上償還もしく
は低利に借換
えすることがで
きる。

補　　正　　後

地域活性化事業費
（照明改修事業）

32,600 －

起債の目的
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(単位：千円）

起 債 見 込 額 元金償還見込額

１　普通債 3,438,120 3,763,305 708,600 437,719 4,034,186

 (1)厚生福祉 46,007 44,187 3,045 41,142

 (2)清掃 62,855 54,738 8,164 46,574

 (3)勤労者厚生施設 11,300 31,170 3,341 27,829

 (4)農林水産 45,252 114,213 125,400 5,485 234,128

 (5)土木建築 740,234 726,808 115,500 101,608 740,700

 (6)都市計画 302,636 267,840 36,700 52,174 252,366

 (7)公営住宅 278,145 245,057 58,400 31,606 271,851

 (8)消防 568,767 461,469 67,600 118,130 410,939

 (9)教育 1,382,924 1,817,823 305,000 114,166 2,008,657

２　その他 3,058,654 2,830,976 76,700 345,684 2,561,992

 (1)減税補てん債 63,735 41,071 17,440 23,631

 (2)臨時財政対策債 2,709,919 2,504,905 76,700 328,244 2,253,361

 (3)減収補てん債 285,000 285,000 285,000

合      計 6,496,774 6,594,281 785,300 783,403 6,596,178

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区      分
前 前 年 度

末 現 在 高

前 年 度

末 現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

( 21 )



 地方債補正

　１　追　加

　２　変　更

　３　廃　止

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

（単位：千円）

補　　正　　前 補　　正　　後

限　度　額 限　度　額

（単位：千円）

補　　正　　前 補　　正　　後

限　度　額 限　度　額

施設整備事業費 19,800 　年 5.0%　以内

一般単独事業費
（消防・防災施設整備事業）

35,700

一般単独事業費
（文化振興施設改修事業）

21,300

脱炭素化推進事業費
（照明改修事業）

30,900

起債の目的

学校教育施設等整備事業費 242,800 263,700

防災対策事業費 57,400 12,100

臨時財政対策債 80,000 76,700

起債の目的

地域活性化事業費
（照明改修事業）

32,600 －

証書借入又は
証券発行

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その他
の場合にはそ
の債権者と協
定するものによ
る。
ただし、町財政
の都合により据
置期間及び償
還期間を短縮
し、又は繰上
償還もしくは低
利に借換えす
ることができ
る。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の
見直しを行った後
においては、当該
見直し後の利率）
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